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　日高町の剣道教室と柔道教室では、新入生を募集しています。
　練習日は、それぞれ以下のとおりです

【申込先・お問い合わせ先】　教育委員会　生涯学習班（TEL：６３・３８１２）

開催日 曜　日 時　間 会　場 対　象

剣道教室 毎週　月・水・金 午後7時〜8時45分
町立武道館

（志賀保育所横）
幼児から

中学生まで柔道教室
毎週　火・木 午後6時〜8時

毎週　土 午前9時〜11時

投票所 投　票　所 投票所 投　票　所

第１投票所 内原保育所 第８投票所 上志賀青年会場

第２投票所 池田公民館 第９投票所 柏コミュニティセンター

第３投票所 萩原公民館 第10投票所 小浦地区公民館

第４投票所 荊木公民館 第11投票所 比井崎集会所

第５投票所 日高町中央公民館 第12投票所 産湯集会所

第６投票所 日高町文化会館 第13投票所 比井崎漁協漁村センター

第７投票所 日高町立武道館 第14投票所 田杭集会所

　
任
期
満
了（
令
和
８
年
５
月
10
日
）

に
伴
う
日
高
町
長
選
挙
お
よ
び
日
高

町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。
町
の
未
来
を
決
め
る

重
要
な
選
挙
で
す
。
投
票
日
に
は
、

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
き
れ
い
な
一
票
を

投
じ
ま
し
ょ
う
。

日
程

●
告
示
日
・
立
候
補
届
日

　
４
月
21
日（
火
）

●
選
挙
人
名
簿
の
登
録
基
準
日
・
登
録
日

　
４
月
20
日（
月
）

●
投
票
時
間　

　
午
前
７
時
～
午
後
６
時

期
日
前
投
票

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
、
外

出
な
ど
の
理
由
に
よ
り
ど
う
し
て
も

投
票
所
へ
行
け
な
い
方
は
、
あ
ら
か

じ
め
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
期
間　

　
４
月
22
日（
水
）～
４
月
25
日（
土
）

●
時
間　

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

●
場
所

　
日
高
町
役
場
１
階
ロ
ビ
ー　

※�
ご
来
場
前
に
、
入
場
券
裏
面
の
宣
誓

書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
く

と
、
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す

投
票
が
で
き
る
人
と
で
き
な
い
人

　
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
が
投
票
で
き
ま
す
。

　
登
録
の
要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◦�

平
成
20
年
４
月
27
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

◦�

令
和
８
年
１
月
20
日
以
前
に
日
高

町
に
転
入
し
、
引
き
続
き
３
か
月
以

上
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

※�

４
月
26
日
ま
で
に
町
外
に
転
出
し

た
場
合
は
投
票
で
き
ま
せ
ん

問
町
選
挙
管
理
委
員
会

　

 

☎
６
３・２
０
５
１

４
月
４
月
2626
日（
日
）

日（
日
）

日
高
町
長
選
挙

日
高
町
長
選
挙

日
高
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙

日
高
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙

剣道・柔道教室新入生募集！剣道・柔道教室新入生募集！
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●
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

　
が
開
始
し
ま
す

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」
は
、

全
世
代
や
企
業
の
み
な
さ
ま
か
ら
支
援
金

を
支
援
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
よ
る
子
育
て

世
帯
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
を
通
じ
て
、

子
ど
も
や
子
育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で
応

援
す
る
仕
組
み
で
す
。

　
支
援
金
は
次
の
６
つ
の
事
業
に
充
て
ら

れ
ま
す
。

◦
児
童
手
当
の
拡
充

◦
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

◦
育
児
時
短
就
業
給
付

◦
出
生
後
休
業
支
援
給
付

◦
育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除

◦
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

な
ぜ
独
身
者
や
高
齢
者
も
負
担
す
る
必
要

が
あ
る
の
？

　
子
育
て
支
援
は
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や

か
に
成
長
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
は
将
来
大
人
に
な

り
こ
の
社
会
を
支
え
る
担
い
手
と
な
る
た

め
子
育
て
支
援
は
全
て
の
方
に
と
っ
て
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
独
身
者
や
高
齢
者
も
含
む

全
世
代
や
企
業
の
み
な
さ
ま
か
ら
支
援
し

て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

支
援
金
額
は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
？

　
支
援
金
額
は
所
得
に
応
じ
て
異
な
り
ま

す
が
、
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
被
保
険
者
の
平
均
額
は
、
令
和
８
年
度

は
年
額
で
１
，９
１
３
円
と
試
算
し
て
い

ま
す
。

い
つ
か
ら
始
ま
る
の
？

　
支
援
金
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

お
い
て
は
令
和
８
年
度
分
か
ら
保
険
料
と

あ
わ
せ
て
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
保

険
料
額
の
通
知
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

　
料
率
等
が
改
定
さ
れ
ま
す

　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
令

和
８・
９
年
度
の
保
険
料
率
等（
表
１
）が

決
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
に
等
し
く
負
担

し
て
い
た
だ
く
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応

じ
て
決
ま
る
所
得
割
額
の
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

　
所
得
の
少
な
い
方
に
は
、
世
帯
の
所
得

状
況
に
応
じ
た
軽
減
制
度
が
適
用
さ
れ
ま

す（
表
２
）。
令
和
８
年
度
は
、
軽
減
割
合

の
引
き
上
げ（
７
割
軽
減
）と
対
象
範
囲
の

拡
大（
５
割
・
２
割
軽
減
）を
行
い
ま
す
。

表2
軽減割合 【参考】令和７年度 令和8年度

７割軽減※ 43万円＋10万円×（年金・給与所得者の
数－1）以下

43万円+10万円×（年金・給与所得者
の数－１）以下

５割軽減 43万円＋10万円×（年金・給与所得者の
数－1）＋30.5万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者
の数－1）＋31万円×（被保険者数）以下

２割軽減 43万円＋10万円×（年金・給与所得者の
数－1）＋56万円×（被保険者数）以下

43万円＋10万円×（年金・給与所得者
の数－1）＋57万円×（被保険者数）以下

※令和８・９年度の医療分に限り、7.2割軽減となります

表1
均等割額 所得割率 賦課限度額

令和8・9年度
（年間）

医療分 58,748円 10.36％ 850,000円

子ども分 1,385円 0.25％ 21,000円

【参考】令和７年度 54,428円 11.04％ 800,000円

※�子ども分の保険料率は令和８年度の料率で、令和９年度の保険料率は令和８年度に算定
します

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
ご
加
入
の
み
な
さ
ま
へ

に
ご
加
入
の
み
な
さ
ま
へ

　
な
お
、
令
和
８
年
度
保
険
料
額
の
通
知

は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
い
き
い
き
長
寿
課

 

☎
６
３・３
８
０
７

 

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

 

☎
０
７
３・４
２
８・６
６
８
８


	広報ひだか2026年4月号 4
	広報ひだか2026年4月号 5

